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無期転換ルールの特例申請の関するご案内について 

 

  時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび（一社）日本経済団体連合会労働法制本部長から、別添のと

おり無期転換ルールの特例申請の急増を受け、厚生労働省から 2018 年 3月末ま

でに認定を受けることを希望される場合には、2018年 1月末日までに申請願い

たいとの周知・協力要請があった旨、案内がありました。 

無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組につきましては、平成 29 年 9 月

20 日付全建労発 41 号「無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要

請について」により、周知方をお願いしてきたころですが、「専門的知識等を有

する有期雇用労働者等に関する特別措置法」による定年後継続雇用の高齢者及

び高度専門職を対象とした無期転換ルールの特例措置は、都道府県労働局長の

認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないこととするものであります。 

 つきましては、貴協会会員の皆様に対し、無期転換ルールの特例申請を行わ

れる場合には、ポータルサイトや電子申請等をご活用の上、早めに手続きをし

ていただきますよう周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

○有期契約労働者の無期転換ポータルサイト（厚生労働省） 

「無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに」 

http://ki.mhlw.go.jp/news/20171017.html 

以上 

担当：労働部 又木            



（ 労 法 ） 発 第 1 1 5 5 号 

2017 年 12 月 18 日 

業種団体情報連絡会メンバー 各位 

 

                   一般社団法人 日本経済団体連合会 

                     労働法制本部長 輪島 忍 

 

無期転換ルールの特例申請に関するご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

 さて、ご高承のとおり、2018年４月以降、労働契約法第 18条（無期転換ルー

ル）に基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれております。 

 無期転換ルールに関しましては、有期特措法により、定年後継続雇用の高齢者

および高度専門職を対象として、都道府県労働局長の認定を受けることで無期

転換申込権が発生しないこととする特例制度がございます。 

 特例制度に関しまして、このほど厚生労働省より経団連に対し、特例申請が急

増していることから、2018 年３月末日までに認定を受けることを希望される場

合には、2018 年１月末日までに申請していただきたい旨、会員企業・団体に周

知してほしいとの要請がございました。 

 つきましては、貴会の会員企業の皆様へ、下記のポータルサイト等をご確認の

上、手続きを早めに行っていただくよう周知いただけますと幸いです。 

 なお、本手続きは、e-govによる電子申請も可能となっておりますので、あわ

せてご案内ください。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。 

敬 具                               

記 

 ○有期契約労働者の無期転換ポータルサイト（厚生労働省） 

  「無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに」（2017年 12月） 

  http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html 

 ○送付資料 

  ・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト（写） 

  ・無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 

  ・有期特措法に基づく第二種計画認定の流れ 

 

[本件担当]経団連労働法制本部 原田、鈴木 

TEL 03-6741-0182   e-mail haradag@keidanren.or.jp 

以 上 







無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
（第二種計画認定・変更申請）

○ 無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申
込権が発生しますが、有期雇用特別措置法（※１）により、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）
については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局（※２）に認定申請を行う

必要があります。

○ 定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。

（※正社員等）

※ 正社員、無期転換ルールにより無期となった社員などすべての無期契約労働者

厚生労働省 都道府県労働局

【例：定年後、１年間の有期労働契約で引き続いて雇用された場合】

○ 有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換できるルールです。

○ 通算５年のカウントは、平成25年４月１日以降に開始した有期労働契約が対象です。（労働契約法第18
条：平成25年４月１日施行）

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約等）
がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定などが必要です。

【例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

○ 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で５年を超える全ての方。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

対象となる労働者

対象となる労働者

無期転換ルールとは？
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H30.4
(2018.4)

継続雇用の高齢者の特例とは？

※１ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第６条：平成27年４月１日施行
※２ 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※ 高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主（いわゆるグループ会社）に定年後引き続いて雇用される場合も対象となります。
※ ただし、定年後、グループ会社ではない企業に再就職した場合は特例の対象とならず、通常どおり無期転換ルールが適用されます。
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【H29.11】



有期特措法に基づく第二種計画認定の流れ

申請者（事業主）

本社管轄局（※）

⑥認定等通知書一式の交付（※）

申請者（事業主）

①申請書類の作成
②申請書の提出

③申請書の受理（形式審査）
・職員が申請書に必要事項が記載されているか、添付資料が十分かを確認し、受理。
（記載内容や添付資料に不備があり、要件を満たしていない場合、返戻されます。）

④計画内容の審査
（申請内容の問合せや、追加資料の提出依頼がある場合があります。）

⑤審査結果の連絡
・労働局から申請者あてに、認定または不認定の連絡。

⑥認定等通知書の交付
【手交を希望する場合】
・労働局雇用環境・均等部（室）または監督署における交付予定日を調整し、交付を受ける。
（来庁者は名刺・印鑑をご持参ください。）
【郵送を希望する場合】
・郵送（配達証明等）により、申請者に認定等通知書が交付される。
（認定等通知書一式は再交付できないため、大切に保管してください。）

②申請書の提出
【持参する場合】
本社を管轄する労働局雇用環境・均等部（室）へ申請書類一式を提出。
（本社を管轄する監督署でも受け付けています。申請書類は労働局へ回送されます。）
【郵送する場合】
本社を管轄する労働局雇用環境・均等部（室）へ申請書類一式を提出。
（認定等通知書の郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒・切手も必要になります）

③申請書の受理

④計画内容の審査

・申請書の形式審査

⑤審査結果の連絡

①申請書類の作成
・申請は企業単位（事業場、支店ごとではない）。
・申請書は記載例を参考に作成。添付資料は必要最小限でよく、例えば、申請書項目２で「高
年齢者雇用推進者の選任」のみを選択した場合、添付資料は高年齢者雇用状況報告書の
写し（申請書項目３の定年制に係る☑と内容が一致するもの）のみでも可能。

（提出時チェックリストにより、申請書の記載や添付資料に不備がないか、ご確認ください。）

労働局における手続き

正 副
申請書
添付資料

認
定
＋

（※）監督署を通じて申請を行った場合、監督署を通じて認定等通知書の交付がなされます。

副

【H29.11】
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